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第1章 計画策定の背景と位置付け 

 

1-1 計画の背景 

 

マンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空間の有効活

用という機能性が積極的に評価されてきているとともに、都市部を中心に持家として定着した

ことで、重要な居住形態となっています。 

一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生

活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態

の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、建物を維持管

理していく上で、多くの課題を有しています。 

特に、今後、建築後相当の年数を経たマンションが、急激に増大していくものと見込まれるこ

とから、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、

区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、周辺の住環境や都市環境の低下など、深刻な

問題を引き起こす可能性があります。 

 

このような状況の中で、令和 2年 6月に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」 

（以下、「マンション管理適正化法」という）が改正され、令和 4年 4月に施行されました。 

これにより、国による「マンション管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」（以下、「国

の基本方針」という）が定められたほか、地方自治体による「マンション管理適正化推進計画」

や「マンションの管理の適正化に関する指針」、「マンション管理計画の認定制度」、「管理不全

なマンションへの指導・助言等」等が整備され、地方公共団体がマンション管理に積極的に関

与していく必要性が示されました。 

 

本市においても、昭和 40 年以降よりマンションの供給が始まり、現在ではおよそ 400 棟、

22,700戸近くのマンションが立地しており、重要な居住形態の一つとなっています。今後は本

市においても、マンションの適正な維持・管理を進めることは、重要な取り組みの一つとなって

きます。 

 

こうした背景より、マンションの管理適正化に向けた考え方や方針、市民・関係団体・行政の

役割、具体的な取り組み等を示し、マンション管理の適正化を図るため、「新潟市マンション管

理適正化推進計画」を策定しました。 
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1-2 計画の位置付け 

本計画はマンション管理適正化法により定められた、「国の基本方針」に基づいて定める計

画です。 

また、策定にあたっては、「新潟市総合計画」を上位計画とし、住生活基本法に基づく「新潟

市住生活基本計画」、並びに住宅政策分野等の関連計画と連携・整合を図るものとします。 

 

新潟市総合計画

新潟市住生活基本計画

新潟市マンション
管理適正化推進計画

マンション管理
適正化法

新潟市空家等対策計画

住宅政策分野

上位計画

連携・整合

連携・整合

連
携
・整
合

都市政策分野等

新潟市都市計画
マスタープラン

新潟市
立地適正化計画

新潟市建築物耐震改修促進計画

新潟市マンション管理
適正化指針

マンション管理
適正化のための
基本的な方針

区分所有法

マンション建替え
円滑化法

 

図 1-1 新潟市マンション管理適正化推進計画の位置付け 
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1-3 計画の対象 

本計画において対象となるマンションは、二以上の区分所有者がいる建物で、居住の用途に

供する専有部分のあるものとします。 

また、本計画の対象区域は新潟市全域とします。 

 

 

 

1-4 計画期間 

 

※ マンション管理適正化法第３条の２ 第２項 第６号で定める事項 

 

計画期間は令和 5年度から令和 10年度までの 5年間とします。 

なお、本市のマンション管理等の状況や社会情勢の変化、関連計画の見直し等により、必要

に応じて適宜計画を見直すこととします。 
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用語の定義 

 

 マンション 

イ 二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以

下「区分所有法」という。）第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する

建物で人の居住の用に供する専有部分（区分所有法第二条第三項に規定する専有部分を

いう。以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設 

 

ロ 一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げ

る建物を含む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有

に属する場合における当該土地及び附属施設 

 

 管理組合 

マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所

有法第四十七条第一項（区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。）に規定する

法人をいいます。 

 

 区分所有者等 

マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所

有法第四十七条第一項（区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。）に規定する

法人をいいます。 

 

 管理者等 

区分所有法第二十五条第一項（区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。）の

規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項（区分所有法第六十六条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいいます。 

 

 管理組合等 

マンション管理組合、管理組合が組織されていない場合にはその区分所有者等を指します。 

 

 高経年マンション 

建設後相当の期間が経過したマンションをいいます。 

なお、国土交通省が実施した平成 30 年度マンション総合調査においては、築 40 年を超え

るような高経年マンションが外壁の剥落、鉄筋の露出・腐食、給排水管の老朽化といった生命・

身体・財産に問題を抱えるものが多いことが指摘されていることより、本計画においても築 40

年の経過を目安の一つとします。 
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第2章 新潟市におけるマンションの現状・課題 

 

2-1 統計調査に基づく新潟市及びマンションの実態 

国勢調査に基づく統計では、本市の人口は平成 17 年（2005 年）をピークに人口の減少傾

向にあります（図 2-1）。また、高齢化率も上昇傾向にあり、令和 2 年度の国勢調査では人口

の約 30％が 65歳以上の高齢者となっています。 

また、世帯数については年々増加傾向にあるものの、核家族化、単身世帯化等の影響より、

世帯人数は、減少傾向にあり、2.3人となっています（図 2-2）。 

 

 

図 2-1 新潟市の人口増減（国勢調査より） 

 

 

図 2-2 新潟市の世帯数（国勢調査より）  

22%

12%

68%

59%

10%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
15歳未満 15～64歳 65歳以上
15歳未満割合 15～64歳割合 65歳以上割合

(人) （％）

224,808

330,697

3.3

2.3

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

一般世帯数 人／世帯

(世帯数) (人/世帯)



 

6 

 

平成30年住宅・土地統計調査報告（総務省）によると、新潟市内では「居住世帯のある」「持

ち家」の全数 212,700戸に対して、「居住世帯のある」「持ち家」「一戸建住宅」に該当するもの

が 194,600戸となっており、一戸建ての比率が 9割を超えています（表 2-1、図 2-3）。 

これは全国の一戸建て率が８１．４％、半数の政令市が 7 割未満であることからすると、本市

の一戸建ての比率が高く、共同住宅の比率が低いということがわかります。 

また、共同住宅の戸数については、17,300戸と政令市においては 2番目に少ない数字とな

っています（表 2-1）。 

こうした戸数の絶対数、割合が低いことの影響もあってか、本市では、全国でみられるような

管理組合で構成される組織（「マンション管理組合連合会」「管理組合ネットワーク」など）があり

ません（図 2-4）。 

 

表 2-1 政令市の居住世帯のある持ち家の建て方 

居住世帯のある持ち家の建て方（H30 住宅土地統計調査） 

  一戸建(戸) 順位 
長屋建

（戸） 
順位 

共同住宅 

（戸） 
順位 

一戸建率

（％） 
順位 

全国 26,713,600   296,500   5,705,200   81.4   

新潟県 598,700   1,800   23,700   95.8   

札幌市 285,900 (4) 8,200 (5) 153,000 (6) 63.8 (13) 

仙台市 172,600 (11) 500 (18) 63,800 (12) 72.8 (8) 

さいたま市 227,300 (7) 1,800 (11) 98,600 (8) 69.1 (11) 

千葉市 153,400 (17) 2,000 (10) 96,400 (9) 60.9 (15) 

川崎市 156,100 (16) 3,500 (8) 168,500 (4) 47.4 (20) 

横浜市 561,100 (1) 8,300 (3) 404,600 (1) 57.5 (16) 

相模原市 132,300 (20) 1,400 (13) 49,600 (14) 72.0 (9) 

新潟市 194,600 (8) 800 (15) 17,300 (19) 91.4 (2) 

静岡市 157,500 (13) 400 (20) 17,800 (18) 89.5 (3) 

浜松市 184,700 (10) 800 (15) 15,600 (20) 91.7 (1) 

名古屋市 318,300 (2) 5,400 (6) 178,100 (3) 63.3 (14) 

京都市 286,500 (3) 10,300 (2) 81,200 (11) 75.7 (6) 

大阪市 282,400 (5) 22,800 (1) 251,400 (2) 50.5 (19) 

堺市 156,800 (15) 4,300 (7) 46,800 (15) 75.3 (7) 

神戸市 235,100 (6) 8,300 (3) 168,000 (5) 57.1 (17) 

岡山市 157,000 (14) 600 (17) 20,500 (17) 88.1 (4) 

広島市 192,300 (9) 1,800 (11) 86,900 (10) 68.3 (12) 

北九州市 167,100 (12) 2,600 (9) 62,500 (13) 71.9 (10) 

福岡市 148,200 (18) 1,300 (14) 141,600 (7) 50.8 (18) 

熊本市 132,400 (19) 500 (18) 26,600 (16) 82.8 (5) 

 



第 2章    

 

7 

 

 

図 2-3 政令市における持ち家の一戸建て住宅の割合（H30住宅土地統計調査より） 

 

 

図 2-4 全国マンション管理組合連合会（ホームページより） 
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市内における区別の一戸建ての比率をみると、中央区（71.9％）が 7 割程度となっているも

のの、次ぐ西区（93.9％）、東区（94.5％）がそれぞれ 9 割を超える割合となっています（表 

2-2、図 2-5）。 

新潟市全体では共同住宅の比率が低いものの、その大半が中央区に集中しているといえま

す。 

 

 

表 2-2 区別の居住のある持ち家の建て方（平成 30年住宅・土地統計調査より） 

市区 一戸建て（戸） 長屋建て（戸） 共同住宅（戸） 一戸建率（％） 

新潟市 194,600 800 17,300 91.4 

北区 20,430 0 50 99.6 

東区 33,720 150 1,800 94.5 

中央区 33,370 390 12,590 71.9 

江南区 17,670 50 70 99.2 

秋葉区 21,290 50 300 98.3 

南区 11,750 10 10 99.7 

西区 40,090 180 2,400 93.9 

西蒲区 16,320 10 80 99.5 

 

 

図 2-5 区別の居住のある持ち家の建て方と一戸建ての比率（平成 30住宅・土地統計調

査より） 
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2-2 令和元年度新潟市マンション実態調査 

 

 年次別のマンション棟数、戸数 

令和元年度、市内で確認された 394棟、２2７１１戸のマンションを対象にアンケート形式によ

る実態調査を実施しました（表 2-3）。 

昭和４０年以降にマンションの建設が進み、昭和５０年代以降に最初のピークを迎えています。

築 40 年以上を経過している高経年マンションは 134 棟、5898 戸となっており、築年より旧

耐震基準（昭和５６年に建築基準法の耐震基準が改正される前の基準）で建設されたと推測さ

れるマンションは１２６棟、5388戸と全体の約 1/4 となっています。 

昭和６０年代以降は、年間で平均１０棟程度が供給されていますが、大規模化が進んでおり、

供給棟数に対して、供給戸数が増加している傾向にあります。平成２２年以降は、建設棟数は

少なくなり、年に数棟程度となっています（図 2-6）。 

 

表 2-3 令和元年度マンション実態調査の概要 

調査期間 令和元年 11月 20日から令和 2年 1月 29日まで 

調査対象 新潟市内のマンション管理組合 377件 

※複数棟管理もあるため、マンション棟数としては 394棟 

調査方法 マンション管理組合に対してアンケートを郵送し、回答のあったものを集計 

有効回答数・回答率 222件・58.9％ 

 

 

図 2-6 築年数別のマンションの棟数、戸数分布 
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 立地別のマンション棟数、戸数 

 

区別に棟数、戸数を比較すると、中央区が最も多く、全体の 79.8％の棟数、81.6％の戸数

を占めています。次いで西区が 11.1％の棟数、9.4％の戸数、東区が 5.7％の棟数、6.4％の

戸数となっています。中央区、西区、東区の３区で市内の 96.6％の棟数、97.4％の戸数を占

めています（表 2-4）。 

 

表 2-4 区別の人口、世帯数、マンション棟数・戸数 
 総計 北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区 

人口（人） 
788,053  73,834  136,387  174,905  68,594  76,854  44,488  156,553  56,438  

100% 9.4% 17.3% 22.2% 8.7% 9.8% 5.6% 19.9% 7.2% 

世帯数 
340,856  29,329  61,317  87,164  27,281  30,182  16,167  68,854  20,562  

100% 8.6% 18.0% 25.6% 8.0% 8.9% 4.7% 20.2% 6.0% 

マンション棟数 

（A） 

394 0 22 316 4 8 0 43 1 

100% 0.0% 5.7% 79.8% 1.0% 2.1% 0.0% 11.1% 0.3% 

マンション戸数 

（B） 

22,711  0  1,415  18,649  194  266  0  2,075  112  

100% 0.0% 6.4% 81.6% 0.9% 1.2% 0.0% 9.4% 0.5% 

割合（A / B） 6.7% 0.0% 2.3% 21.4% 0.7% 0.9% 0.0% 3.0% 0.5% 

※人口、世帯数 出典：新潟市住民基本台帳（令和 2年 1月末現在） 
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 空家住戸数の割合  

（空家住戸とは 3 ヶ月以上利用されていない住戸） 

10%未満が最も多く 67.6%、次いで 10～25%未満が 27.3%となっています。完成年次の

古いものほど空家住戸数の割合が大きくなる傾向が伺えます。 

 

図 2-7 完成年次別の全住戸数に対する空家住戸数の割合 

 

 

 賃貸化した住戸数の割合 

10～25%未満が最も多く 40.0%、次いで 10%未満が 25.0%となっています。また、全体の

1割程度のマンションでは住戸の半数以上が賃貸となっています。 

 

図 2-8 完成年次別の全住戸数に対する賃貸化した住戸数の割合 

  

42.9 

45.6 

68.4 

86.0 

86.7 

100.0 

67.6 

42.9 

42.1 

28.9 

14.0 

13.3 

27.3 

14.3 

10.5 

2.6 

4.5 

1.8 

0% 25% 50% 75% 100%

～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001～2010年

2011～2015年

全体

10%未満 10～25%未満 25～50%未満 50～75%未満 75～100%

5.0 

9.1 

34.9 

46.9 

50.0 

25.0 

57.1 

36.7 

25.0 

50.8 

40.6 

50.0 

40.0 

42.9 

36.7 

38.6 

6.3 

7.8 

21.3 

18.3 

18.2 

1.6 

3.1 

9.2 

3.3 

9.1 

6.3 

1.6 

4.6 

0% 25% 50% 75% 100%

～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001～2010年

2011～2015年

全体

10%未満 10～25%未満 25～50%未満 50～75%未満 75～100%
（回答数） 

（7） 

（60） 

（44） 

（63） 

（64） 

（2） 

（240） 

（回答数） 

（7） 

（57） 

（38） 

（43） 

（30） 

（1） 

（176） 
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 高齢者の居住割合  

（高齢者（65歳以上の方）が居住している住戸の割合） 

10～25%未満が最も多く 39.6%、次いで 25～50%未満が 36.9%となっています。高齢者

の居住世帯の割合が 25％以上というマンションが全体の半数以上を占めています。 

この割合についても、完成年次の古いものほど割合が大きくなる傾向が伺えます。 

 

図 2-9 完成年次別の全住戸数に対する高齢者の居住割合 

 

  

4.5 

5.0 

14.3 

15.4 

9.2 

50.0 

19.7 

47.5 

38.8 

55.8 

100.0 

39.6 

37.5 

45.5 

37.5 

38.8 

25.0 

36.9 

12.5 

25.8 

10.0 

6.1 

1.9 

12.0 

4.5 

2.0 

1.9 

2.3 

0% 25% 50% 75% 100%

～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001～2010年

2011～2020年

全体

10%未満 10～25%未満 25～50%未満 50～75%未満 75～100% （回答数） 

（8） 

（66） 

（40） 

（49） 

（52） 

（2） 

（217） 
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 管理組合の有無 

管理組合の有無は「ある」が 100%となっており、実態調査で回答のあったすべてのマン

ションで管理組合があることが確認されました。そのうち管理組合の 13.0%で法人登記が

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総会の開催状況 

総会の有無は「あり」が 99.5%、そのうち開催頻度は年に「1回」が 96.7%となっており、ほ

とんどのマンションで総会が開催されています。総会出席者の割合は「書面又は代理人出

席」が 55.3%、「組合員本人の出席」が 31.7%となっており、「欠席」は 13.1%となっています。 

 

 

 

 

  

ある

100.0%

ない

0.0

%

登記していない

82.4%

登記している

13.0%

未記入

4.6%

  

あり

99.5%

なし

0.5

%

書面又は代理人出席

55.3%

組合員本人の出席

31.7%

欠席

13.1%

1回

96.7%

2～4回

0.9%

未記入

2.4%

図 2-11 管理組合の法人登記 

（回答数 219） 

図 2-10 管理組合の有無 

（回答数 219） 

 

図 2-13 

総会の開催頻度 

（回答数 218） 

図 2-14  

総会出席者の割合 

（回答数 204） 

図 2-12  

総会の有無 

（回答数 211） 
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 管理規約の作成状況 

管理規約の有無は「ある」が 100%となっており、実態調査で回答のあったすべてのマン

ションで管理規約があることが確認されました。 

また、標準管理規約に準拠「している」の割合は 81.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

100

.0%

ない

0.0%

している

81.2%

していない

13.8%

未記入

5.0%

  
図 2-16  

標準管理規約への準拠 

（回答数 218） 

図 2-15  

管理規約の有無 

（回答数 218） 
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 長期修繕計画の作成状況 

 長期修繕計画は、「計画を作成した」が 69.2%となっており、7 割近くのマンションが長

期修繕計画を作成している一方で、3 割のマンションが長期修繕計画を作成していません。

また、その割合については、築年数が古いほど割合が増加する傾向にあり、1980 年以前の

マンションでは「計画を作成した」割合は 3割程度にとどまっています（図 2-17）。 

また、「計画を作成した」うち長期修繕計画の見直しの有無は「計画を見直した」が 47.4%

となっていますが、1 割程度のマンションでは見直しがされていない（検討もなされていな

い）ことが分かります。 

 

図 2-17完成年次別の長期修繕計画の有無 

 

 

図 2-18完成年次別の長期修繕計画の見直しの有無 

  

12.5 

18.4 

7.1 

100.0 

11.1 

31.3 

38.5 

51.0 

57.1 

47.4 

43.8 

46.2 

20.4 

19.0 

27.4 

100.0 

12.5 

15.4 

10.2 

16.7 

14.1 

0% 25% 50% 75% 100%

～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001～2010年

2011～2020年

全体

見直し時期ではない 計画を見直した 見直し検討中 見直しをしていない

28.6 

31.6 

71.1 

90.3 

91.7 

50.0 

69.2 

42.9 

24.6 

10.5 
8.1 

2.1 

12.6 

28.6 

43.9 

18.4 

1.6 

6.3 

50.0 

18.2 

0% 25% 50% 75% 100%

～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001～2010年

2011～2020年

全体

計画を作成した 作成検討中 作成していない （回答数） 

（7） 

（57） 

（38） 

（62） 

（48） 

（2） 

（214） 

（回答数） 

（1） 

（16） 

（26） 

（49） 

（42） 

（1） 

（135） 
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50.8

46.4

44.8

41.5

7.1

2.7

0 20 40 60

費用の調達

修繕を行うかどうかの判断

組合員から修繕への同意を得ること

施工業者の選定

特に苦労はしていない

その他

(%)

 

 大規模修繕工事の課題 

大規模修繕を行った場合に苦労した点、苦労すると思われる点は「費用の調達」が最も

多く、修繕工事の費用に関することを課題と捉えていることが分かります。 

次いで「修繕を行うかどうかの判断」「組合員から修繕への同意を得ること」となっており、

修繕工事の実施判断、管理組合内での合意形成等が課題に挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-19大規模修繕を行った場合に苦労した点、苦労すると思われる点 

（複数回答・有効回答数 183） 
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 今後の管理組合の運営 

管理組合の今後の運営において不安なことは、上位から「区分所有者の高齢化」

（68.2%）、「建物の老朽化による適切な維持修繕とその費用の運用」（49.3%）、「役員（理事）

のなり手不足」（47.4%）、「管理組合活動に無関心な組合員の増加」（34.6％）となっており、

管理組合の成り手や運営に課題を感じている組合が多いことが分かります。 

 

 

図 2-20 管理組合の今後の運営において不安なこと（%）（複数回答・回答者数 211） 

 

 

  

68.2

49.3

47.4

34.6

21.3

20.9

19.9

16.6

14.7

13.3

5.7

3.8

1.4

1.4

0 20 40 60 80 100

区分所有者の高齢化

建物の老朽化による適切な維持修繕とその費用の運用

役員のなり手不足

管理組合活動に無関心な組合員の増加

賃貸住宅の増加

修繕積立金の運用

地震等災害による建物の損傷、安定性

空き部屋の増加

管理費等未払いの増加

居住ルールを守らない居住者の増加

権利を主張する所有者の増加

マンション内の犯罪の増加

居住目的外利用住戸の増加

その他

(%)
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74.0

34.1

21.6

11.1

10.6

4.8

2.4

0 20 40 60 80

マンション管理業者から

インターネット

新聞や雑誌

セミナー等

(公財)マンション管理センターから

マンション管理士から

その他

(%)

 

 マンション管理に関する情報の入手手段 

マンション管理に関する情報の入手方法は「マンション管理業者から」が最も多く 74.0%、

次いで「インターネット」が 34.1%となっています。 

管理業者から情報を手に入れている管理組合が大多数ですが、次点がインターネットや

新聞、雑誌等といったメディアとなっており、多くの管理組合にとって、情報入手の選択肢

が限られている状況にあると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 2-21 マンション管理に関する情報の入手方法（複数回答・回答者数 208） 
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2-3 令和３年度 追跡調査によるマンション実態 

令和３年度に国土交通省補助事業「マンション管理適正化・再生推進事業」の採択を受け、

令和元年度マンション実態調査の回答がなかったマンションに対して追跡調査を実施しました。 

本調査によって、155 件の調査対象に対して、90 件の回答（有効回答率 58％）を得られま

した。また、令和元年度に実施した実態調査と合わせて、377 の管理組合に対して、312 の回

答を得ることができました。これによって、回答率は 58.8％から 82.7％となりました。 

一方で、両調査でも回答を得ることができなかった組合は 65 あり、そのうち 1２の組合に対

しては郵便物等による連絡手段も得られていません。 

 

表 2-5 令和元年度実態調査と追跡調査による回答数の内訳 

 

 
※令和元年度実態調査時の不達差戻の数は不明のため未回答に計上 

図 2-22追跡調査による回収率の改善 

  

222

312

155

53

0 12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和元年実態調査 追跡調査後

有効回答数

未回答

不達

全対象マンション管理組合数 37７件 

令和元年実態調査 回答数  →222件 

令和元年実態調査 未回答数 【追跡調査対象】  →155件 

 追跡調査 到達数   →143件 

  回答数     → 90件 

  未回答数     → 53件 

 追跡調査 不達数   →1２件 



 

20 

 

また、回答のあった 90件のうち完全に単独所有となっていた 1件を除くと、管理組合、管理

規約、長期修繕計画等の基礎的な管理能力の有無については、表 2-6の通りでした。 

「無」の割合が多い項目としては、長期修繕計画が最も多く、ついで理事会開催、管理委託

でした。管理組合、総会の開催、管理規約、修繕積立金については、すべてのマンションが「有」

と回答されました。 

 

 

表 2-6 令和 3年度追跡調査における基礎的な管理能力の有無 

 

設 問 有 無 

(１)管理組合の有無 89 0 

(２)総会開催の有無 89 0 

(３)理事会開催の有無 88 1 

(４)管理規約の有無 89 0 

(５)管理委託の有無 89 1 

(６)長期修繕計画の有無 82 7 

(７)修繕積立金の有無 89 0 
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2-4 マンション管理の現状と課題 

 

本市におけるマンションの現状を踏まえた課題を整理しました。 

 

 

 

 

■建物の課題 
 マンションは本市の市街地における、重要な居住形態の一つとなっている。 

→ 市内には約 400棟、約 22700戸がある。 

→ 市内の持ち家の約８％をマンションが占めており、その約７割が中央区に立地。 

 高経年マンションが増加傾向にある。 

→ 約 5,900戸が築 40年以上の高経年マンション。 

→ 旧耐震マンションも一定数のストックがある。 

 高齢者居住、空き住戸、賃貸化への対策が必要。 

→ 空家住戸の割合は 10％未満が多いが、完成年次が古いものほど増加傾向。 

→ 賃貸化した住戸割合は 10～25％程度が最も多いものの、1 割程度のマンショ

ンでは、半数以上が賃貸住戸となっている。 

→ 半数以上のマンションで高齢者居住割合が 25％以上。 

 長期修繕計画・修繕工事に課題。 

→ 約3割のマンションが長期修繕計画を作成していない。また、計画を作成してい

るマンションのうち 1割が長期修繕計画を見直していない。 

→ 「費用調達」「修繕実施の判断」などを課題として認識している。  

 将来的な課題として耐震・建替えの課題。 

■管理組合等の課題 

 管理の実態を把握できていないマンションが一定数ある。 

 必要とする支援策を提供できない。 

→ 約 17％の管理組合と連絡を取る手段がない。 

 管理組合、関係団体、行政での役割分担・協働ができていない。 

→ 全国に比べて、共同住宅の絶対数、割合が低い。 

→ 管理組合連合会や関連団体の協働組織がない。 

 管理組合の管理意識、運営能力の低下 

→ 「区分所有者の高齢化」「役員の成り手不足」「無関心な組合員の増加」 

→ 主な情報手段が「管理業者」「インターネット」に限られている。 

 基礎的な管理機能を有していない管理組合がある。 

→ 総会を開催していない管理組合がある。 
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第3章 マンション管理適正化に向けた施策方針等 

 

3-1 マンション管理適正化に向けた基本的な方針 

マンション管理適正化を進めるにあたり、下記の通り施策の方針を定めます。 

 

１.管理組合の主体的な管理意識・管理能力の向上 

管理の主体は管理組合であり、管理組合・区分所有者の意識向上、管理能力の向上が必要

であることから、それらの向上を促進します。 

2.管理組合、関係団体（マンション管理士、管理業者）、行政のネットワーク構築 

マンション管理の状況把握、必要な情報提供、支援策の提供、組合相互連携による管理能

力の向上のために、市内のマンション管理に関するネットワーク構築を進めます。 

3.支援を必要とするマンションに対する施策の充実 

構築されたネットワークをもとに適切にマンション管理状況の把握に努め、それぞれの状況に

応じた支援策を講じます。 

 

管理組合（区分所有者）

管理士
（マンション管理士）

管理業者
（管理会社）

①管理組合の主体的な
管理意識・管理能力の
向上

新潟市

支援策

 支援制度の新設を検討
（相談窓口設置、専門家の派遣など）

耐震補助 建替え支援

③支援を必要とする
マンションに対する
施策の充実

管理状況
≒実態把握

②ネットワークの構築
（状況把握、支援策の
提供のベース）

支援策
・情報提供

助言等の支援 管理業務受注

協力

情報
提供

協力

情報
提供

意見交換・連携

 

図 3-1 マンション管理適正化にむけた基本的な方針イメージ  
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3-2 各主体の役割 

 

マンションの適正な管理の推進に向けて、国の基本的な方針に基づき、マンション管理に関

わる各主体の役割を以下に示します。 

 

 

市民（管理組合、区分所有者） 

 

 マンション管理の主体は区分所有者等で構成される管理組合です。管理組合は、自らの

責任を自覚するとともに、必要に応じて専門家の支援を受けながら、適切な管理を行うと

ともに、国及び地方公共団体が講じる施策に協力するよう努める必要があります。 

 マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認

識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たす

よう努める必要があります。 

 

 

 

 

 

関係団体  

（マンション管理士、マンション管理業者） 
 

 マンション管理には専門的知識を要することが多いため、マンション管理士は、管理組合

等からの相談に応じ、助言等の支援を適切に行い、誠実にその業務を行う必要がありま

す。 

 マンション管理業者は、管理組合からの管理事務の委託を受けた場合には、誠実にその

業務を行う必要があります。 

 マンション管理士及びマンション管理業者は市からの求めに応じ、必要な協力をするよう

努める必要があります。 

 分譲会社は、管理組合の立ち上げや運営の円滑化のため、分譲時に管理規約や長期修

繕計画、修繕積立金の金額等の案について適切に定めるとともに、これらの内容を購入

者に対し説明し理解を得るように努める必要があります。 
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新潟市 

 

 市内のマンションの管理状況を踏まえ、計画的にマンションの管理の適正化の推進に関

する施策を講じるものとします。 

 区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、マンション管理適正化計画を作成によ

り、施策の方向性を明らかにします。 

 管理計画認定制度を適切に運用することで、マンション管理水準の維持向上と管理状況

が市場において評価される環境整備を図ります。 

 特に必要がある場合には、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マンション

管理業者、マンションの管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うＮＰＯ法人等

の協力を求めることも検討し、連携を取りながら、効果的に施策を進めます。 

 関係者の協力を得て、相談体制の充実を図るとともに、必要な情報提供や啓発に取り組

みます。 

 適切に管理されていないマンションに対しては、適正化指針に即して、必要に応じて、助

言・指導を行うとともに、専門家を派遣するなど能動的に関与していきます。 
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第4章 新潟市マンション管理適正化指針 等  

 

※ マンション管理適正化法第３条の２ 第２項 第４号で定める事項 

 

この指針は管理組合によるマンション管理の適正化を推進するために、基本的な考え方を示

すものです。 

また、本市が法第 5 条の２に基づき、管理組合の管理者等に対して、助言、指導等を行う場

合の判断基準の目安と、法第 5条の４に基づき管理計画を認定する際の基準を示します。 

 

4-1 新潟市マンション管理適正化指針 

 

１ 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向 

 マンションは、新潟市における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの区

分所有者だけでなく、社会的にも要請されているところです。 

 このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的な資産として、この資産価

値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、

マンションの管理を行うことを基本とします。 

 

(１) マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理

組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適

正な管理を行うことが必要です。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配

慮がなされる必要があります。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分

に検討して契約を締結する必要があります。 

(２) 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割りを十分

認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよ

う努める必要があります。 

(３) マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マ

ンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応を

するよう心掛けることが重要です。 

(４) さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就

任することも考えられますが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又

は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置などを

講じることにより適正な業務運営を担保することが重要です。 
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２ マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 

(１) 管理組合の運営 

 管理組合の自律的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映

することにより成り立つものです。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明

化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要があります。また、集会は、管理組合の最高

意思決定機関です。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前

に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要があります。 

 管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マン

ションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要があります。 

(２) 管理規約 

 管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約を

作成する必要があります。その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有者等に関す

る法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該マンションの実態及びマンショ

ンの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じてその改正を行うこと、

これらを十分周知することが重要です。さらに、快適な居住環境を目指し、マンションの区分

所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に即した具体

的な住まい方のルールを定めておくことも重要です。 

(３) 共用部分の範囲及び管理費用の明確化 

 管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲

及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要です。 

 特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等

に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、

各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくこと

が重要です。 

(４) 管理組合の経理 

 管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されている必要があり

ます。このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規

約に基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要が

あります。 

 また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを補完するとともに、マンショ

ンの区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性

を確保する必要があります。 

(５) 長期修繕計画の作成及び見直し等 

 マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切な

維持修繕を行うことが重要です。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修

繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要があります。 
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長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、

必要に応じ、マンション管理士など専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ

建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要があります。長期修繕

計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらを

マンションの区分所有者等に十分周知させることが必要です。 

 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書な

どを補完することが重要です。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求め

に応じ、適時閲覧できるようにすることが重要です。 

 なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際

には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討してください。建替え等の検討に

あたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、

各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要があります。 

(６) 発注等の適正化 

 管理業務の委託や工事の発注などについては、事業者の選定に係る意思決定の透明性

確保や利益相反等に注意して、適正に行われる必要がありますが、とりわけ外部の専門家

が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等

から信用されるような発注等に係るルールの整備が必要です。 

(７) 良好な居住環境の維持及び向上 

 マンションの資産的な価値や良好な居住環境を維持する観点から、防災に係る計画の作

成・周知や訓練の実施、被災時を想定した管理規約上の取り決め、火災保険への加入等、

管理組合としてマンションにおける防災・減災や防犯に取り組むことは重要です。 

 また、防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションにお

けるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有者法に則り、良

好なコミュニティ形成に積極的に取り組むことが重要です。 

 一方、自治会及び町内会等（以下「自治会」という。）は、管理組合と異なり、各居住者が

各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、

マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支

出を分けて、適切に運用する必要があります。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に

係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な

どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差支えありません。 

(８) その他配慮すべき事項 

 マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事業を踏まえつつ、全棟の連携をとっ

て、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要です。 

複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管

理、費用負担などについては適切な配慮をすることが重要です。 

 また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取扱いにあたっ
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ては、個人情報の保護に関する法律による個人情報取扱事業者としての義務を負うことに

十分に留意する必要があります。 

 

３ マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項 

 マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だ

けでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項を十分に

留意することが重要です。また、管理組合及びマンションの区分所有者等は、マンションを購

入しようとする者に対するこれらの情報の提供に配慮する必要があります。 

 マンションの区分所有者等は、その居住形態が戸建てとは異なり、相隣関係等に配慮を要

する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資

産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他管理組合の管理運

営に参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要があります。そ

のためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等についての理

解を深めることが重要です。 

 専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、

マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて追う義務と同一の義務を

おうことに十分留意する必要があります。 

 

４ マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項 

 管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理

事務の全部または一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション標準管理委託契約

書」を参考に、その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的方法（管理組合の管理者等又

はマンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。）をもって、管理委託契約を締結す

ることが重要です。 

 管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集

し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説

明会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要があります。 

 管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、説明会などを通じてマンシ

ョンの区分所有者等に対し、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う

管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるように努める必要があります。 

万一、マンション管理業者の業務に関して、問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンシ

ョン管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団

体にその解決を求める等の措置を講ずる必要があります。 
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4-2 助言、指導等を行う際の判断の基準の目安 

 

法第5条の２に基づき、管理組合の管理者等に対して、助言、指導等を行う場合の判断基準

の目安です。 

 

1. 管理者等が定められていない。 

2. 集会（総会）が年に１回以上、開催されていない。 

3. 管理規約が作成されていない。また、必要に応じて改正がされていない。 

4. 管理費と修繕積立金の区分経理がされていない。 

5. 修繕積立金が積み立てられていない。 

 

 

4-3 管理計画の認定の基準 

 

法第 5条の４に基づき管理計画を認定する際の基準を示します。 

 

１.管理組合の運営 

(１) 管理者が定められていること 

(２) 監事が選任されていること 

(３) 集会（総会）が年 1回以上開催されていること 

 

２.管理規約 

(１) 管理規約が作成されていること 

(２) 管理規約において災害などの緊急時や管理上必要なときの専有部の立入、修繕等の

履歴情報の管理等について定められていること 

(３) 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（または電磁

的方法による提供）について定められていること 
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３.管理組合の経理 

(１) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること 

(２) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 

(３) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体

の一割以内であること 

 

４.長期修繕計画の作成及び見直し等 

(１) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、これに基づいて算

定された修繕積立金が集会（総会）にて決議を受けている 

(２) 長期修繕計画の作成または見直しが 7年以内に行われていること 

(３) 長期修繕計画の実行性を確保するため、計画期間が 30年以上で、かつ残存期間内

に大規模修繕工事が 2回以上含まれているように設定されていること 

(４) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 

(５) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の

平均額が著しく低額でないこと 

(６) 長期修繕計画の計画期間の採取年度において、借入金の残高のない長期修繕計画

となっていること 

 

 

５.その他 

(１) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡を加え、災害等の緊

急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年

に１回以上は内容の確認をおこなっていること 

(２) 新潟市マンション管理適正化指針に合致していること 
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第5章 マンション管理適正化に向けた施策 

 

※ マンション管理適正化法第３条の２ 第２項 第２号 で定める事項 

※ マンション管理適正化法第３条の２ 第２項 第３号 で定める事項 

※ マンション管理適正化法第３条の２ 第２項 第５号 で定める事項 

 

マンション管理の適正化を推進するため、前述の基本的な方針に則って、各種の施策を展開

します。 

 

また、施策をより効果的に進めるため、表 5-1 に掲げるとおり、管理不全となるマンションの

管理水準を定め、これらのいずれかに該当するマンションを「要支援マンション」として、重点的

な支援を行っていくこととします。 

 

 

表 5-1 要支援マンションの基準と確認数 

基準項目 
R１実態調査ならびに R３追跡調査で 

該当することが確認された管理組合等の数 

管理組合がない。管理者等が定められていない。 0件 

集会（総会）が年 1回以上開催されていない。 1件 

管理規約を作成していない、または、 

必要に応じた改正を行っていない。 

0件 

（規約の作成の有無のみ） 

管理費及び修繕積立金について明確に区分して 

経理を行っていない。 
0件 

修繕積立金が積み立てられていない。 0件 
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5-1 「管理組合の主体的な管理意識・管理能力の向上」に関するもの 

 

 管理組合に向けたセミナー等による周知・啓発 

「新潟市マンション管理セミナー」を開催し、マンション管理に関する法律や制度、管理に必

要な基礎的な知識等について、普及・啓発を行います。 

 

 

 

 専門家派遣・相談窓口の設置検討 

要支援マンションを中心として、管理組合等による適正管理を支援するため、マンション管理

士をはじめとした専門家の派遣制度を検討します。 

また、課題を持った管理組合等の受け皿となる、相談会、相談窓口の設置等を検討します。 

 

 

  

【新潟市マンション管理セミナー】 

年に一度、マンション管理組合、管理士、管理業者等、マンションの管理に関する法律、

基礎的な知識等の普及に向けて、マンション管理セミナーを開催しています。 
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 管理計画認定制度の普及・促進 

マンション管理適正化推進計画が策定されることにより、マンション管理組合は本市に対し

て申請を行い、マンションの管理計画の認定を受けることができるようになります。 

適正管理が市場から評価される環境整備に向けて、関係団体と連携し、管理計画認定制度

の周知を進めます。 

 

 

マンション管理適正化推進計画を
作成した市区（町村は都道府県）

認定
（５年毎の更新）

認定申請を
集会で決議

＜管理計画認定の流れ（イメージ）＞

認定申請

マンションの管理組合の管理者等

○ 推進計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画の認定が可能。

○ 管理計画認定を取得したマンションの取得等にあたって、住宅金融支援機構融資のフラット
35 （R4.４~）及びマンション共用部分リフォーム融資（R4.10~）の金利の引下げ措置を
講じる。

※フラット35は当初５年間について年0.25％の引き下げ、共用部分リフォーム融資は全期間について年
0.2％の引き下げ。

○ 管理計画認定を取得したマンションの管理組合の場合、マンションすまい・る債※の利率
を上乗せする。

※マンション管理組合が行う修繕積立金の計画的な積立てや、保管・運用をサポートするため、住宅金融支
援機構が発行している債券。令和５年度募集分より上乗せ。

＜管理計画認定による好循環＞
管理計画
認定

市場評価

管理意識
の向上

管理の
適正化

【認定基準（主なもの）】＜令和3年9月28日公布＞
（１）修繕その他管理の方法

・長期修繕計画の計画期間が一定期間以上あること等
（２）修繕その他の管理に係る資金計画

・長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定されていること 等
（３）管理組合の運営状況

・総会を定期的に開催していること 等
（４）管理適正化指針・市区独自の管理適正化指針に照らして

適切なものであること

・認定制度を通じて、マ
ンションの管理適正化が
推進される

・マンションの売却・購入
予定者だけでなく、区分
所有者や居住者にとって
もメリットが期待される

※国土交通省資料をもとに作成
 

図 5-1 マンション管理計画認定制度の概要 
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 要支援マンションの管理組合等への個別訪問 

 

要支援マンションについては、管理者が定められていない、区分所有者の管理に対する意識

が醸成されていない等、自発的に適正管理に向けて取り組んでいくことが困難であると想定さ

れることから、個別訪問、ヒアリング等、本市から能動的に関与し、詳細な管理状況の把握に取

り組みます。 

 

 

 管理不全の管理組合への助言・指導 

 

マンション管理組合の管理状況を把握したうえで、新潟市マンション管理適正化指針に示し

た助言、指導等を行う際の判断基準と照らし合わせ、必要に応じて、管理組合等に対して、助

言・指導等を行います。また、助言・指導等とあわせて、具体的な管理状況の改善につながるよ

う相談窓口の設置や専門家の派遣等の支援制度を検討します。 

 

なお、マンションの管理が適切に行われておらず、部材の飛散、落下等、周囲の環境に著しく

危険を及ぼす可能性がある場合には、「建築基準法」「新潟市建築物の安全性の確保等に関す

る条例」「空家等の対策の推進に関する特別措置法」等、建築物の適正管理に関する法令をも

とに、所管部署と連携し、対応を進めていきます。 
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5-2 「管理組合、関係団体、行政のネットワーク構築」に関するもの 

 

 関係団体への連携の呼びかけ、情報共有、役割分担の明確化 

関係団体との役割分担を明確にし、情報共有、連携を進めます。 

また、マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いことから、専門家の活用を進

めます。 

 

 管理組合間での交流促進・意見交換 

管理組合は情報の取得方法が限られており、市

内の他のマンションがどのように取り組んでいる

か参考するための情報を入手する手段がありま

せん（管理業者は守秘義務等で他の管理組合の

情報を提供できない）。 

また、他都市で見られる管理組合連合会等の

組織も構築されていません。 

そのため、意見交換会の開催等により、管理組

合同士での情報交換、ネットワーク構築、あわせ

て、行政と管理組合での意見交換・ネットワーク構

築を促進します。 

 

図 5-2 全国マンション管理組合連合会 

（ホームページより） 

 

 

 

  

【管理組合意見交換会】 

「他の管理組合のことが知りたい」「管理組合同

士が意見交換を行う場がほしい」といった要望をう

け、令和４年度に管理組合同士の意見交換会を実

施しました。 

24 の管理組合から参加いただき、定期的な開

催等の要望もありました。 
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 実態調査による連絡先・管理状況の把握 

 個別訪問等によるネットワーク構築 

 要支援マンション群の把握 

本市では、平成 16 年よりマンション実態調査（アンケート形式等）を定期的に実施すること

で、市内のマンションの実態把握を行ってきました。引き続き、定期的な実態調査を実施するこ

とで、マンションの管理状況の把握を進めます。 

また、実態調査の回答のなかったマンション、連絡不達のマンションについては、適切な管理

が行われていない「要支援マンション」であることも想定されることから、個別訪問等のフォロー

アップを行うことで、さらなる実態の把握を進めます。 

これらの調査等により、管理状況整っていないマンションを「要支援マンション」として把握し、

重点的な支援を検討します。 

 

 

図 5-3 マンション実態調査等による把握状況 

 

ステップ１
所在の有無

ステップ２
連絡先
の把握

ステップ３
基礎的な
管理状況

ステップ４
詳細な
管理状況

 マンション基礎
台帳整備

 確認申請、中高
層、共同住宅等
の届出状況把握

 マンション実態
調査等、調査等
の回答の有無

 マンション実態
調査の回答の内
容

 マンション管理
計画認定による
管理計画（管理
規約、集会、長
期修繕計画）の
申請

フォロー
アップ

把握
状況

対応
施策

 簡易アンケート等による調査
 現地訪問等による実態把握

 要支援マンションの把握

重点的にフォローアップ

図 5-4 マンション管理実態の把握状況に関する施とフォローアップ  

222

312

155
53

0 12

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和元年実態調査 追跡調査後

有効回答数 未回答 不達

・回答なし 53件

・郵送不可 １２件
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5-3 「支援を必要とするマンションに対する施策の充実」に関するもの 

 

 （公財）マンション管理センター・住宅金融支援機構等の関係団体の支援制度

の周知 

公益財団法人マンション管理センターは、マンションの管理の適正化を推進するために設立

され、マンション管理適正化法に基づく「マンション管理適正化推進センター」に指定されていま

す。同センターより提供されている「相談窓口の設置」「マンション管理サポートネット」「長期修

繕計画作成・修繕積立金算出サービス」「管理計画認定手続支援サービス」等、管理組合の運

営の支援につながる制度の周知に取り組みます。 

また、住宅金融支援機構のおいては、「共用部リフォーム融資」や「マンションすまい・る債」

「マンションライフサイクルシミュレーション」等、管理組合が利用可能な制度が提供されている

ことから、これらの制度を周知に取り組みます。 

 

 

    

（左）図 5-5 マンション管理センターの概要  

（右）図 5-6 住宅金融支援機構によるマンション管理組合への支援制度 

 

  



 

40 

 

 マンションの修繕・改修に対する支援制度の検討 

管理運営の体制が整っている管理組合に対して、計画的に建物の維持管理を行うよう、長

期修繕計画の作成や診断等に対する支援制度を検討します。 

 

 耐震改修・建替えに関する支援制度の周知 

旧耐震マンション、高経年による建替えを検討しているマンションについては、関係する支援

制度の周知を行います。 

 

 

 

 要支援マンションに対する支援制度の検討 

要支援マンションに対して、具体的な管理状況の改善につながるよう相談窓口の設置や専

門家の派遣等の支援制度を検討します。 

要支援マンションの中でも、管理組合が設立されていないマンションについては、管理規約

がないため意思決定の手法が確立されていない、区分所有者との連絡が確立されていない等、

関連した課題も多数あるものと想定されます。 

これに対して、区分所有者への訪問、ヒアリング等を通じて、管理組合の立ち上げや、規約の

作成といった初動段階においての課題を整理するとともに、必要な支援策を検討します。 

 

【新潟市マンション共用部分バリアフリー化支援事業】 （廃止済） 

戸数が５以上のマンションを対象に、スロープ、手すりの設置、開口部の改修、エレベーター

の設置・改修等のバリアフリー化に対して、一部費用の補助を行っておりました。平成２３年

度から平成 29年度までで合計 60棟のマンションに支援を行いました。 

 

【新潟市マンション耐震改修等促進事業】 

一定の規模以上の旧耐震マンションに対して、耐震診断、耐震設計、耐震改修工事の費

用の一部を助成しています。 

 

【新潟市まちづくり推進助成事業】 

市民が主体となったまちづくりを推進するために、必要な専門的・技術的な支援（アドバイ

ザー派遣）と、市街地の整備を推進する団体等の活動経費の助成を行っています。 

 

【新潟市まちなか再生建築物等整備事業】 

一定の規模以上の旧耐震マンションに対して、耐震診断、耐震設計、耐震改修工事の費

用の一部を助成しています。 
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第6章 計画目標と計画の見直し 

 

6-1 計画の目標値と参考指標 

 

※ マンション管理適正化法第３条の２ 第２項 第１号 で定める事項 

 

計画の達成度を測定するための指標として、次の二つを目標値として定めます。 

 

表 6-1 計画目標 

指 標 
現状値 

（R5） 

目標値 

（R10） 

長期修繕計画が２５年以上の 

管理組合の割合 

 

 

64.2％ 
 

（R1年実態調査等で回答があった 

管理組合等に対して長期修繕計画が 

25年以上である管理組合の割合） 

70.0％ 

 

 

マンション管理実態調査等により 

把握できている管理組合の割合 

 

 

82.5％ 

 
（マンション総数に対して、 

R１年実態調査、R３年追跡調査で 

実態が把握できた管理組合の割合） 

85.0％ 
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また、施策の方向性策定のため、次の指標を参考指標として、市内のマンション管理の実態を

把握、していきます。 

 

表 6-2 参考指標 

指 標 現状値 

築４０年以上の高経年マンションの棟数、戸数 
134棟、5898戸 

（令和５年３月時点） 

旧耐震マンションの棟数、 

そのうち耐震改修済みのもの 

12６棟、６棟 

（令和５年３月時点） 

要支援マンションの把握棟数 
１棟 

（R元年実態調査） 

管理計画認定の件数 
０件 

（認定制度開始前） 

 

 

 

6-2 計画の検証と見直し 

 

本計画は、住宅・土地統計調査等の統計調査の結果や、取り組み状況、実績などの検証・評

価を実施し、状況等の変化により、計画見直しの必要性がある場合は、適宜見直しを行います。 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

（案） 

新潟市マンション管理適正化推進計画 

令和 5 年 3 月 

新潟市 建築部 住環境政策課 

025-226-2815 


